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目的　専門職が抱える現場の困難事例の問題点に対して解決策を提供するための多職種による地域
の医療福祉事例検討会で，多職種が提示した困難事例の問題点に着目し包括的な類型化を試み
た。また問題点の一部について，類型ごとにそれらの問題点が解決されたか否かを検討した。

方法　 8年間の事例検討会で討議された89事例から，分析対象は76事例であった。事例から抽出さ
れた問題点について，先行研究を参考に問題点の類型化を行った。本人と周辺の関係性におい
て生じる問題点については独立させる形で「問題点の所在」を分類し，その下位分類として
「問題点の内容」を類型化した。さらに，問題点の一部について，問題が解決したか否かを検
討するため，判定を 2名の評価者が独立して行い，判定が 2名の間で不一致だった問題点は評
価者間で互いの判定の根拠を共有しながら協議し，すべての問題点の最終的な判定を決定した
（初回判定一致率56.3％，Cohenのkappa係数0.48）。

結果　76事例で挙げられた問題点は194個あった。「問題点の所在」としては，本人（52個），サー
ビス提供者（48個），介護者（36個），世帯全体（経済的問題を除く）（14個），環境（制度・シ
ステム的）（13個），介護者とサービス提供者の関係性（11個），世帯全体（経済的問題）（10
個），サービス提供者間の関係性（ 6個），環境（物理的）（ 6個）の 9項目を設定した。「問題
点の内容」については40項目の分類を設定した。194個の問題点のうち判定対象の問題点は，
96個となった。解決したと判定された問題点の割合は「問題点の所在」が「介護者」だった問
題で69％と最も高く，次いで「世帯全体の問題（経済的問題）」「サービス提供者」等の順だっ
た。「問題点の内容」別に解決された問題点が多かったのは「経済的問題によるサービス利用
困難」「病状・不穏状態によるサービス利用困難」等の順だった。解決しやすい問題は多職種
で知識を共有することで解決しやすくなったと考えられたが，解決しにくい問題は制度自体の
問題，物理的環境の問題等，個別に介入することが難しい問題点が多く，地域ケア会議での検
討や解決に向けた制度設計，政策策定が図られるべき問題点だと考えられた。

結論　今後は事例の集積により，類型の標準化が進み，困難事例に関する多職種間の共通理解が構
築されること，また問題点ごとの解決策が政策に反映され，地域でその人らしく暮らせる支援
の仕組みが必要である。

キーワード　在宅医療，居宅療養，困難事例，事例検討会，問題点の類型化，問題点解決の可否
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Ⅰ　は　じ　め　に

　2000年に介護保険制度が施行され， ３年ごと
によりよい制度にすべく改正を重ねられている
が，地域包括ケアシステムをより推進するため，
平成26年の介護保険法改正において，地域支援
事業の包括的支援事業の中に，「在宅医療・介
護連携の推進」に係る事業が位置づけられた１）。
市町村の事業推進のため，在宅医療・介護連携
推進事業の手引き2）３）が作成されている。
　当初，在宅医療・介護連携推進事業は 8つの
事業項目で構成され，市区町村はこれら事業項
目を活用し，在宅医療と介護の連携体制の構築
を図ってきた2）。一方で，この 8つの事業項目
を行うこと自体が目的化しているとの指摘もあ
り，昨今は，地域の実情に応じ，取り組み内容
の充実を図りつつ，PDCAサイクルに沿って事
業をマネジメントすることが求められている３）。
PDCAサイクルに沿った取り組みを実施する上
でのポイントの １つとして，手引きには「在宅
医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討」
が挙げられており，現状分析・課題抽出のため
のデータの活用にあたっては，「現状の把握
（定性的な現状把握）で得られた情報は，（中
略）課題を類型化したり等，医療・介護関係者
と共有しやすくまとめる」とある。しかし，ど
のような枠組みを用いて類型化を行うか等具体
的な方法は手引きには示されておらず，現場の
判断に委ねられている。特に，地域ケア会議の
ような場で把握される定性的な課題については，
定量的なデータより一層類型化することは難し
く，多職種にとってわかりやすい類型化の手法
やその示し方等について知見を蓄積していく必
要がある。
　困難事例の類型化に関する先行研究では，介
護保険制度発足により位置づけられた介護支援
専門員が認識する困難事例４）-７）や，行政保健師
の視点が関わる事例8）9）等，単独の職種が把握
し報告した事例に関する研究が多く，多職種に
より把握された事例に関する研究は少ない10）。
また，困難事例は多様で，複数の困難事象が重

複し，種々の関係者に困難さをもたらす要因が
ある11）ことから，問題点の内容と問題点の背
景・状況を区別した類型化を試みた研究もあ
る５）8）11）-13）。岩間は，個人的要因，社会的要因，
不適切な対応の ３つの発生要因に分類し11），齊
藤は，クライエント，介護者，援助者，地域の
システムの存在の ４者から困難事例は引き起こ
されるとし12），世田谷区のケアマネジメント困
難事例集では，「本人の状況」「家族・世帯の状
況」「サービスの状況」「制度の状況」という ４
つのレベルを設定している13）。このように，問
題点の蓄積や，類型化が進みつつあるが，単独
の職種によるものや，特定の疾患・状況に
フォーカスしたものが多く，多職種の視点によ
る包括的な類型化は少ない。さらには，問題点
の類型ごとの具体的な解決策や実際に解決した
か否か等，解決のプロセスに言及した報告や，
事例検討会を扱った報告は見当たらない。
　そこで本研究では，専門職が抱える現場の困
難事例の問題点に対して解決策を提供するため
の多職種による事例検討会14）（詳細は方法に記
載）において，多職種が提示した困難事例の問
題点に着目して包括的な類型化を試みた。さら
に問題点の一部については，類型ごとにそれら
の問題点が解決されたか否かを検討した。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　研究対象と分析対象
　つくば医療福祉事例検討会（以下，本検討
会）は，在宅療養困難事例の具体的な解決策を
提案することを目的とした検討会であり，介護
保険制度成立以前の1991年から活動しており，
平成27年度より介護保険法に制度的に位置づけ
られた地域ケア会議のもつ機能のうち「個別課
題解決機能」「ネットワーク構築機能」「地域課
題発見機能」を果たす活動を25年以上前から
行ってきた。つくば市医師会が主催し，医師，
看護師，ケアマネジャー，ヘルパー，理学療法
士，作業療法士，地域包括支援センター職員，
社会福祉協議会職員，市の職員，研究者，医学
生等を含む多職種が参加している。月例開催で，
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毎回 １例ずつ在宅療養における困難事例の検討
を行い，検討事例の提示は様々な職種の参加者
が任意で行ってきた。事例に含まれる問題点に
ついて解決策を議論・決定し，事例提示者は一
定期間後（通例翌年 １月）に事例の経過を報告
した。本研究では，本検討会で検討された事例
の記録のうち，介護保険制度運用開始後で記録
の様式が変更された2004年 2 月（第150回）か
ら2011年12月（第242回）までの紙および電子
データによる記録を研究対象とした。 １月の検
討会は前年に検討した事例の経過報告のみで事
例検討は行われず，記録上は89事例が討議され
ていた。提示が保存されていなかった ７事例，
進行中でなかった事例（本人が死亡している事
例および過去の事例を用いたシミュレーション
学習）を扱った回の ７事例を研究対象から除外
した。また，2人の患者（夫婦）が単独の事例と
して検討された回の １事例は， 2人の生活歴・
病歴と問題点が異なるため，異なる 2事例とし
て記述することとして，分析対象は76事例だっ
た。
　本研究は筑波大学医学医療系医の倫理審査委
員会の承認（通知番号第723号，平成24年12月
21日承認）を得て実施した。本研究で扱うデー
タは，事例検討会の症例提示と，検討会後に作
成された記録・報告・事例検討一覧であり，こ
れらは事例検討会に提示される前に既に提示者
によって匿名化されていた。従って実施責任
者・実施分担者が個人を識別することは不可能
で，個人情報保護法の「個人情報」の定義の識
別可能性に照らして「個人情報」に該当しない。
また，個人を特定するための対応表は存在しな
い。本研究は個人が識別できる情報（個人情
報）が含まれない二次データを使用するため，
研究対象者からインフォームド・コンセントを
得ることは必要ない。なおデータの使用に当た
り，記録の管理者であるつくば市医師会から，
使用の同意を文書で得た。

（ ２）　記録の内容
　本検討会が保存してきた記録のうち「事例提
示」「事例検討会記録」「事例検討一覧」「報

告」の ４種を用いた。各々の記録の概要は以下
のとおりである。「事例提示」は事例提供者が
作成し，事例の患者に関する年齢，性別，生計，
家族の情報等の基本的属性，病歴，罹患してい
る疾患，褥瘡の有無，通院や訪問診療の有無等
の医療情報，要介護度，日常生活自立度や
ADL，利用中の介護保険サービス・有償サー
ビスと事例の問題点が記載されており，各回の
事例検討会で提示される。「事例検討会記録」
は検討対象者の生活歴，病歴サマリと問題点が
列挙され，提案された解決策，その他に出され
た意見が記載されており，事例検討会終了後に
参加した医師によって作成される。「事例検討
一覧」は新年初（通例 １月）の検討会に提出さ
れる資料であり，前年の検討事例の問題点ごと
の解決策およびその後の経過を記載している。
問題点，解決策，経過等の記述は分析を前提と
せず行われており，構造化されていないため，
厳密に対応していない部分もある。検討会での
発言を逐語的に記載した議事録は存在しない。
「報告」は月 １回，前月の検討会に参加した医
師により，地域の居宅介護支援事業所に配布す
る文書として作成され，前月の検討会で討議さ
れた「事例検討会記録」の要約が記載される。

（ 3）　問題点の類型化の方法
　本研究では，上記の記録から，事例ごとに列
挙された問題点に着目し，問題点の類型化を試
みた。困難事例を，問題点の内容や問題点の背
景・状況ごとに区別して類型化を行った先行文
献はいくつか確認されたが，その中で複数の文
献をまとめることで類型化を行っており，かつ
現場の実態をよく反映していると考えられた世
田谷区のケアマネジメント困難事例集13）の分類
に従って類型化を検討した。この分類は，事例
の内容を整理するために，先行研究による類型
化を参考にしてまとめられている。ある事例が
困難であると思われる原因が，本人の状況，家
族・世帯の状況，サービス提供者の状況，制度
の ４つの「レベル」に分けられ，各レベルの中
でさらに事例が困難となる特性が類型化されて
いる。
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　しかし，本検討会の事例から抽出された問題
点は種類が多く，上記の ４レベル等にあてはめ
きれない部分があること，特にレベル間の問題
点が把握しにくいことから，上記の先行研究を
参考にしつつ，サービスとの関連による問題点
および各レベル間の関係性に生じる問題点につ
いては分けて独立させて「問題点の所在」を分
類することとした。さらに，「事例提示」と
「事例検討会記録」に記載された問題点 １つず
つの記述を抽出し，問題点の具体的内容から同
様のもの，類似するものをカテゴリ化し，各々
の「問題点の所在」の下位分類として，問題の
「問題点の内容」を類型化することとした。

（ 4）　問題点が解決しかた否かの判定方法
　まず，判定対象の問題点としては，参加者に
よって解決したかどうかがより客観的に判定し
うる点から，サービス利用に関する問題点に限
定し，さらに，具体的なサービス名（訪問看護，
訪問診療，身体障害者認定，生活保護等）また
は福祉／介護施設の種別（老健，特養，老人
ホーム等）が問題点や解決策に記載されている
ものに限定することとした。また，各問題点に
ついて，問題点，対応する解決策および経過の
うちいずれかの記述が欠けているもの，また事
例検討会の時点で既に解決されていた問題点は
除外した。
　解決したか否かの判定は 2名の評価者が独立
して行った。判定者 2名のうち， １名は在宅医
療を含む30年の診療経験がある内科開業医で，
本検討会の設立以来ほぼすべての回に出席して
おり，全事例の詳細に精通している者として選
出した。もう １名は本研究筆頭著者で，臨床実
習以外の診療経験がない医学生（当時）であり，
本検討会の設立以来第242回までの記録をすべ
て通読しており，記録や事例検討会での検討内
容のみから客観的な視点で判断できる者として
選出した。問題点が解決されたか否かの判定方
法は，まず，あらかじめ「解決した」と判定す
る基準を，「報告」に記された事例検討後の経
過で，問題点が解消されたことが読み取れるも
のと決め，その基準を具体的に共有するために，
判定開始前に分析対象外の事例から収集した解
決した典型的と思われる具体例を例示し共有し
た。その上で，事例ごとに「事例提示」「事例
検討会記録」「事例検討一覧」の病歴・生活歴，
問題点や「報告」の解決策や，経過を熟読し，
問題点が解決されたか否か評価を行った。情報
が不十分であり解決されたか判断できない場合
は判断不可とした。判定が 2名の間で不一致
だった問題点について評価者間でそれぞれの判
定の根拠を共有しながら協議し，すべての問題
点について最終的な判定を決定した。

表 1　76事例の基本属性
人数（％）１）

性別
男性 34（45）　
女性 42（55）　
平均年齢（平均±標準偏差） 75.8±10.7歳
要介護度
自立 7（　9）　
要支援 5（　7）　
要介護 １ 13（17）　
要介護 2 5（　7）　
要介護 ３ 5（　7）　
要介護 ４ 18（24）　
要介護 ５ 16（21）　
審査中 4（　5）　
情報なし 3（　4）　
同居人数
０名 16（21）　
１ 名 26（34）　
2 ～ ３ 名 23（30）　
４ 名以上 10（13）　
情報なし 1（　1）　
認知機能障害の有無
あり 50（66）　
なし 22（29）　
情報なし 4（　5）　
疾患2）
脳血管疾患 30（39）　
認知症 22（29）　
整形外科疾患 20（26）　
消化器疾患 16（21）　
高血圧 15（20）　
認知症を除く精神疾患 15（20）　
高血圧を除く心血管疾患 12（16）　
糖尿病 10（13）　
糖尿病を除く内分泌・代謝疾患 9（12）　
神経筋疾患 7（　9）　
泌尿器疾患 7（　9）　
事例提示者の職種
医師 48（63）　
ケアマネジャー 22（29）　
その他 6（　8）　

注　１）　四捨五入等のため合計が100％にならないことがある
　　2）　疾患は複数選択
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Ⅲ　結　　　果

（ 1）　76事例の基本的
情報

　本研究の対象となっ
た76事例の基本属性を
表 1に示す。性別は男
性34例，女性42例であ
り，平均年齢は75.8±
10.7歳だった。要介護
度は要介護 ３～ ５の事
例が51％を占め，要介
護 ４（18例，24％），
要介護 ５（16例，21％），
要介護 １（13例，17％）
の順に多かった。事例
で同居者が ０名（独居）
の事例は16例（21％），
１名の事例は26例（34
％）だった。66％の事
例に認知機能障害が
あった。事例を提示し
た職種は医師（48例，
63％），ケアマネジャー
（22例，29％），その他
（ 6例， 8％）だった。

（ ２）　類型化の結果
　問題点の類型化の結
果を表 ２に示す。76事
例において列挙された
問題点の合計は194個
だった。「問題点の所
在」として，以下の 9
種類を設定した。項目
とそれぞれの問題点の
数は，本人（52個），
サービス提供者（48個），
介護者（36個），世帯
全体（経済的問題を除く）（14個），環境（制
度・システム的）（13個），介護者とサービス提

供者の関係性（11個），世帯全体（経済的問
題）（10個），サービス提供者間の関係性（ 6

表 ２　76事例における問題点の分類

問題点の所在 問題点の内容 問題点（個） 判定対象の問題点（個）

合計 194 96

１ ．本人

病状・不穏状態１）によるサービス利用困難 13 7
サービス受容の困難 10 6
状態悪化2）時の対応不安 8 5
不穏状態１） 7 1
生活習慣 5 -
身体機能低下 4 -
健康管理・安全対策の問題 4 3
社会参加の障害 1 -

2 ．介護者

精神的健康問題 5 3
介護負担大 5 2
介護力不足 5 4
サービス受容の困難 4 4
不在 4 1
肉体的健康問題 3 1
病状・不穏状態１）によるサービス利用困難 3 2
不在によるサービス利用困難 2 1
褥創 2 2
意思決定での不一致 1 1
就労の必要 1 -
健康管理・安全対策の問題 1 -

３ ．世帯全体
（経済的問題）

経済的問題によるサービス利用困難 8 5
経済的問題 2 2

４ ．世帯全体
（ ３．を除く）

葛藤 4 3
虐待 3 -
サービス受容の困難 2 -
意思決定での不統一 1 1
精神的健康問題 2 1
肉体的健康問題 1 -
健康管理・安全対策の問題 1 -

５ ．サービス提供者

サービス内容 26 14
医療的問題 11 3
特定の介護行為の方法 4 3
サービス提示の困難 2 -
病状・病名告知の困難 3 2
状態悪化2）時の対応 1 1
倫理的問題 1 -

6 ．環境（物理的） 移動の困難 3 2
環境不良 1 1

７ ．環境
（制度・システム的）

医療／介護保険制度または制度運用に関する問題 6 6
医療／介護保険制度外サービスの必要 4 2
行政の介入方法 2 -
サービス内容 1 -

8 ．介護者とサービ
ス提供者の関係性

目標・介護観・知識等の相違 5 4
サービス提供者不信 3 1
コミュニケーションの困難 2 1
介入への抵抗 1 -

9 ．サービス提供者
間の関係性

役割調整の問題 4 1
コミュニケーションの困難 1 -
連携の不十分 1 -

注　１）　不穏状態：認知症のBPSDと性格による不穏状態を含む
　　2）　状態悪化：病状および精神状態を含む
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個），環境（物理的）（ 6個）
だった。「問題点の所在」の
下位分類である「問題点の内
容」の問題点の数は，表 ２に
示すとおりである。

（ 3）　問題点が解決したか否
かの判定

　上記の基準を適用した結果，
194個の問題点のうち判定対
象とした具体的なサービス利
用に関する問題点は，96個と
なった。評価者 2名の判定の
初回の一致率は56.3％であり，
Cohenのkappa係数は中等度
の一致を示した（ｋ＝0.48）。
問題点が解決されたか否かに
ついて 2名の判定者が一致し
た最終的な判定の結果を表 3
に示す。
　解決したと判定された問題点の割合は「問題
点の所在」が「介護者」だった問題で69％と最
も高く，次いで「世帯全体（経済的問題）」
「サービス提供者」「世帯全体（経済的問題を
除く）」の順だった。次に，「問題点の内容」別
に解決された問題点が多かったのは「経済的問
題によるサービス利用困難」「病状・不穏状態
によるサービス利用困難」「サービス内容」等
の順だった。問題点の例を表 4に示す。例示し
た問題点については，問題点の所在が「介護
者」だった事例では，介護者自身の障害や介護
力のために生じていた問題に対し，サービス利
用やサービス提供者の支援を得ることで解決し
た。サービス提供者に問題点の所在があった例
でも，介護保険外サービスも併用することで適
切なサービス利用に至り解決した。

Ⅳ　考　　　察

（ 1）　困難事例の問題点に着目して包括的な類
型化を行うことの意義

　本検討会に提示された事例から，新たに多分

野にわたる問題点の包括的な類型化を試み， 9
つの「問題点の所在」およびそれに属する40種
類の「問題点の内容」に類型化した。
　これまでの先行研究における問題点の所在に
よる分類では，本人，介護者（家族），援助者，
制度・システムといった ４つのレベルに分類さ
れており12）13）ケアマネジメントの困難事例集で
は，その相互の問題もこのレベルの中に含めて
いた。吉岡の研究では，支援困難事例は本人の
健康問題，それに起因する生活上の問題，家族
要因，支援者側の要因が重畳して生じていると
まとめている15）。著者らは，相互の問題も問題
点の所在として独立させ，介護者そのものと世
帯全体を区別し，また制度・システムを環境と
捉え，物理的な環境とシステム的な環境を区別，
さらに所在間の関係性の問題も所在の １つとし
て位置づけ， 9つに類型化した。問題点を類型
化する目的として，共通言語化，課題把握の平
易化のみならず，その後の問題点の解決のしや
すさも視野に入れる必要があるが，問題点の所
在を詳細に区別することで，問題点の解決を図
る際に，介入の対象を明確にできる長所がある。

表 3　96個の問題点の判定結果；問題点の所在および内容による分類（一部抜粋）

問題点（個） 判定不能の問題点（個）
解決した問題
の数（％）１）

問題点の所在による分類
介護者 21 5 11（　69）
世帯全体（経済的問題） 7 2 3（　60）
サービス提供者 23 4 10（　53）
世帯全体（経済的問題を除く） 5 1 2（　50）
環境（制度・システム的） 8 2 3（　50）
本人 22 5 8（　47）
介護者とサービス提供者の関係性 6 - 1（　17）
環境（物理的） 3 2 -（　　-）
サービス提供者間の関係性 1 - -（　　-）

問題点の内容による分類（抜粋）
経済的問題によるサービス利用困難 5 2 3（100）
病状・不穏状態によるサービス利用困難 9 1 5（　63）
サービス内容 15 1 7（　50）
状態悪化時の対応不安 6 1 2（　40）
サービス受容の困難 10 1 3（　33）
医療／介護保険制度・制度運用に関する問題 6 2 1（　25）

問題の数（％）2）

問題点全体
合計 96（100）
解決した 38（　40）
解決しなかった 37（　39）
判定できない 21（　22）

注　１）　（問題数）－（判定不能の問題数）に対する割合
　　2）　四捨五入のため各行ごとの割合の合計が100％にならない。
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　問題点をその所在および内容により類型化し，
問題点ごとに議論を整理することで，頻繁に抽
出される課題は何か，解決するのにより大きな
支援が必要な問題点は何かを明らかにすること
ができる。また，類型化の手法やその示し方の
議論の第一歩となり，自治体間および多職種間
の共通言語化や，マニュアル作成，教育目的の
利用等，困難事例への対応の標準化が可能とな
る。これらは，平成27年度に介護保険法に制度
として位置づけられた地域ケア会議１）にも応用
できる。地域ケア会議の討議から困難事例の問
題点を抽出して類型ごとに蓄積することは，多

職種協働による個別事例の検討において，共通
言語での討議に寄与するであろうし，地域課題
の把握においては，課題の整理や優先すべき課
題の抽出にも有用であり，医療・介護連携を進
める上でも職種間で課題の共通認識を持った上
での情報共有に役立つと考えられる。さらに問
題点の類型ごとの蓄積を全国規模で実施し，困
難事例の全容把握とその解決策を集積，共有す
ることは，地域差や特性の把握にもつながり，
多職種での連携および政策的課題を抽出する上
で重要であると考える。

表 4　問題点と解決策の例
「問題点の所在」
による分類

「問題点の内容」
による分類 問題点 事例検討会で提案された解決策 経過 解決したか

否か

本人
病状・不穏状
態によるサー
ビス利用困難

通所中，午後に帰宅願
望が強くなり大声を出
す。徘徊歴もあり。

趣味（カラオケやギター，レク等）
を行う。

自宅にもカラオケを導入，内服薬の
見直し，医療機関の １ 本化もあり，
軽快傾向となった。

解決した

介護者 意思決定で
の不一致 家族の意向の相違

ケアマネジャー １人で大変な場合は
地域包括支援センターのケアマネジ
メント支援を利用する。

子供 2人，訪問看護，訪問診療医，
ケアマネジャーで方針につき話し合
い，本人の在宅の意向に沿うことを
確認。

解決した

介護者 介護力不足
家族のサポート体制が
不十分で在宅での生活
が困難

地域包括支援センターから民生委員
や家族に働きかけてもらい，見守り
チーム（安否確認，食事摂取量の
チェックなど）の立ち上げをすすめる。

在宅の方針決定後，週 ３回の介護
サービスを導入した。 解決した

介護者 介護負担大
自宅での排尿が頻回で
転倒リスク高く介護負
担大。

在宅改修（動線上・トイレの手すり），
服薬調整（利尿剤服用）を主治医と随
時相談。

住宅改修し居間～トイレ間，トイレ
内に手すり設置。内服の変更でやや
排尿軽減した。

解決した

介護者 精神的健康問
題

主介護者（妻）の精神
的支援方法。妻が調子
を悪くすると，本人・
長男の支援ができない

ショートステイ利用をすすめる。 ショートステイを定期的に利用し，
介護負担軽減できた。 解決した

サービス
提供者 医療的問題 抗けいれん薬中断中。

再開は必要か。
中断後は発作なく，抗けいれん薬は
必要ないと思われるが脳画像診断・
脳波検査で判断してはどうか。

検査の結果，抗けいれん剤投与しな
いで経過観察可能と指導あり。

解決した（ただ
し判定対象外：
在宅サービス名
記載なし）

サービス
提供者 サービス内容 社会復帰の方法

心身障害者福祉センター，ケアステー
ション，その他の施設，人材を活用
の上，技術を習得し，物作りに生き
がいを見つけ出す支援を行う。物作
りができたら障害者自立支援法の障
害者就労移行サービスの利用を検討
する。

心身障害者福祉センターへ週 １ 回通
所し，物作りを学び自宅でも製作。 解決した

サービス
提供者 サービス内容

利用可能なサービスの
検討（福祉用具，住宅
改修，リハビリ等）

障害福祉制度を活用し福祉用具（車
いすなど）を利用，訪問看護から導
入し，リハビリ，入浴サービス等を
徐々に検討する。

障害福祉課との連携は，主介護者が
窓口訪問困難で，訪問看護の導入で
きず。

解決しなかっ
た

サービス
提供者

病状・病名
告知の困難

根治療法がない難病の
予後の告知について

神経内科外来受診か専門医の往診
（対診）の上，予後の告知は夫の同
意を得て慎重に進める。

専門病院へ紹介状を作成したが，受
診に至らず。予後告知は夫の同意を
得て行ったが，本人は大きな衝撃を
受けた。

解決しなかっ
た

環境（制度・
システム的）

医療／介護
保険制度の
不十分

介護保険の第 2号被保
険者の特定疾患に該当
しない

ショートステイ必要時は糖尿病による
合併症で申請可能なこともある。要
介護認定されると制度上介護保険が
優先され自己負担増の場合もあり，
メディカルショートも考慮。

介護保険申請，追加のサービス利用
は行えなかった。

解決しなかっ
た
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（ ２）　本研究で示された困難事例の問題点で解
決されやすい問題と解決されにくい問題の
検討

　次に問題点の解決の可否について，本検討会
で提示された事例で判定対象とした問題点のう
ち，「問題点の所在」で解決された割合が高
かったものは，介護者，世帯全体（経済的問
題）だった。また，「問題点の内容」で解決さ
れた割合が高かったものは，「経済的問題によ
るサービス利用困難」「病状・不穏状態による
サービス利用困難」だった。
　「問題点の所在」が介護者だった問題点36個
のうち半数以上は，介護者自身の健康問題や介
護能力についての問題だった。現状では，介護
支援専門員やサービス提供者がサービスを提供
するのはあくまで本人に対してと設定されてい
るため，介護者支援を行うための知識や技術，
時間的余裕等が必ずしも十分でない場合がある
ことが考えられる。介護者自身が抱えている問
題点に焦点を当てられるよう，制度設計をする
こと，より多くの知識を持つ他の専門職と共有
することが解決策を得るために有用であると考
えられる。また，経済的支援制度や特定の状態
に対する具体的なケア内容に関する問題点につ
いても同様に，本研究で取り上げた事例検討会
のような場で，多職種で知識の共有をすること
により解決へ向かいやすくなることが考えられ
る。解決しにくい問題点としては制度自体の問
題，物理的環境の問題等，そもそも専門職が個
別に介入することが難しい問題点が多かった。
地域ケア会議は ５つの機能を有し，①個別事例
の検討を通して，②地域課題の発見，③地域づ
くり・資源開発の検討をし，④政策形成に反映
させることで，地域包括ケアシステムを実現す
るとされており16），本研究において解決しにく
かった問題点はまさに，②以降の段階で検討さ
れ，解決に向けた取り組みがなされる，あるい
は解決に向けた制度設計，政策策定が図られる
べき問題点だと考えられる。一方で，問題点の
解決をすること自体が目的ではなく，あくまで
問題点の解決を通して，地域の中でその人らし
い生活を継続できることが目的であることも重

要であり，解決できない問題点に対してフレキ
シブルな発想で支援することも重要であろう。
室谷らは，困難事例の解決に向けては，「専門
職中心ではなく業種を超えた学際的アセスメン
トが必要」であり，「学際的なアセスメントに
より本人の思い・ストレングスを意識して引き
出し，周囲の環境，特にインフォーマルな社会
資源とつながりを持たせることで，本人の自立
支援と尊厳保持を支援することが重要である」
と結論づけており17），今後は問題点が解決され
たかどうかと併せ，どのような方法で解決した
かおよびその後の本人の状況の蓄積も必要であ
ろう。
　一方で，判定不能だった問題点数が22％あっ
たが，これは主に，記録そのものが分析対象と
なることを想定されていなかったため解決され
たか否かを事後的に判断するためには記載内容
が不十分な記録があったことや，事例のその後
の経過が年末にまとめてなされていたため，事
例によっては提示された解決策が討議されてか
ら実施され事例のその後の経過が報告されるま
での期間が不十分だったことに関連していると
考えた。

（ 3）　本研究の限界および今後の課題
　本研究の限界は以下のとおりである。分析に
使用した記録の書式は分析を前提としておらず，
筆者らの解釈による検討で類型化した部分もあ
り，妥当性には限界がある。また，単一の事例
検討会の事例であり，在宅療養における困難事
例の全容を把握しきれていない可能性があり，
類型の外的妥当性も不十分な可能性がある。次
に，本研究で用いた事例を検討していた当時は，
検討会で検討された事例のその後の状況報告が，
事例が検討された翌年の １月にまとめて行われ
ており，フォローアップ期間が一定でないこと，
またその期間が長すぎるか不十分だった結果，
解決したか否かを判定するための情報の質と量
にばらつきが生じた可能性がある。この問題を
踏まえ，本検討会では，2017年からその後の状
況報告の時期を事例提示の ３カ月後と統一して
振り返ることと改め，問題点の解決の有無をそ
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の場で検討することとした。同時に，「事例提
示」の様式をわれわれ研究者と本検討会主催の
医師会が協同で改定し，データベース化を見込
み手書きではなくデータ入力とし，問題点に関
するキーワードを設ける工夫をしている。
　本研究で試みた問題点の類型化は，長期に渡
る期間の多職種からの報告であり，多様なケー
スを含んでいること，また問題点の内容とその
所在の段階を分けたこと，所在同士間の関係性
についても独立させたことで，過去の報告と比
べより包括的であると考えられる。全国で行わ
れることとなった地域ケア会議における検討事
例の問題点の整理にも有用であろう。今後は，
さらに地域を広げて事例を集積することで，引
き続きより現場に即した分類の探求，標準化が
求められる。

Ⅴ　結　　　語

　本研究では，多職種からの報告による多様な
ケースを含むつくば医療福祉事例検討会の記録
をもとに，問題点ごとの包括的な類型化および
類型ごとに問題点が解決したか否かの検討を試
みた。今後はさらなる事例の集積により，類型
の標準化が進み，多職種間の困難事例に関する
共通理解が構築されること，また問題点ごとの
解決策が政策に反映され，地域の中でその人ら
しく暮らしていける支援の仕組みが必要である。
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